
 

  

  

 函館市奨学金貸与条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月１３日 

 

                  函館市長 大 泉   潤 

 

函館市条例第１０号 

   函館市奨学金貸与条例の一部を改正する条例 

 函館市奨学金貸与条例（昭和２６年函館市条例第２４号）の一部を次

のように改正する。 

 第２条第１号中「専修学校の」の後ろに「専攻科，」を加える。  

 第６条第１項第４号中「専修学校生徒」を「専修学校学生および専修

学校生徒」に改め，同号中イをウとし，アをイとし，同号にアとして次

のように加える。 

  ア 専攻科に在学する者 １月 ３０，０００円 

 第８条中「専門課程」の後ろに「もしくは専攻科」を加える。 

   附 則 

 この条例は，令和８年４月１日から施行する。 

 


